
様式第１（第１条関係） 

 

事業継続力強化支援計画に係る認定申請書 

 

令和８年２月１６日 

 

 

兵庫県知事殿 

 

 

                          兵庫県佐用郡佐用町佐用 3043-1 

                           佐用町商工会 

                           会長   古 川  貢    

                           

 

兵庫県佐用郡佐用町佐用 2611-1 

                          佐用町長  江 見 秀 樹 

 

 

 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第１項の規定に基づき、別紙の

計画について認定を受けたいので申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定を受けようとする計画に係る情報の提供及び助言を行う商工会及び商工会議所による小

規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指導員の氏名： 飯田 聡  



（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

 佐用町は、兵庫県の南西部に位置し、千種川水系の千種川と同水系の佐用川沿いの盆地に町が

形成されており、町域内の８割は山林が占めている。 

 瀬戸内海式気候に属しているが、内陸性気候の特性も有しており比較的降雨の少ない地域で、

降水量は７月から９月に年間の４割が集中し、冬場の気温は低いものの降雪も少ない地域である。 

 本町は、平成１７年１０月１日に、佐用町・上月町・南光町・三日月町が合併し、改めて佐用

町が発足。本町の合併と合わせて佐用町商工会・上月町商工会・南光町商工会・三日月町商工会

が合併し、平成２０年４月１日に佐用町商工会が発足した。以後、合併前の佐用町を佐用地域、

上月町を上月地域、南光町を南光地域、三日月町を三日月地域と示す。 

 

（１）地域の災害リスク 

  （洪水：ハザードマップ） 

    兵庫県が公表する洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨（578ｍｍ/24ｈ））によると、当

会が立地する佐用地域佐用地区において、最大３ｍの浸水が予測されているほか、市街地の

商業地区の大部分で最大３ｍの浸水が予想されている。また、上月地域久崎地区において最

大 10ｍの浸水被害が予想されている。別表参照 

 

  （土砂災害：ハザードマップ） 

    兵庫県は、当町内の土砂災害警戒区域として、急傾斜地５４９ヶ所、土石流３９６ヶ所、

地すべり９ヶ所を指定している。また、土砂災害特別警戒区域として、急傾斜地 457 ヶ所、

土石流 118 ヶ所を指定している。山と河川の距離が近い谷状の地形が多く、山裾に立地する

事業所の大半が、土砂災害の危険がある。 

当町のハザードマップによると、佐用地域佐用地区・上月地域上月地区・南光地域中安地

区・三日月地域三日月地区において土砂災害が生じる恐れがあるエリアであり、小売・サー

ビス業が多く集積している。別表参照 

 

  （地震：Ｊ-ＳＨＩＳ） 

    兵庫県内に大きな影響が予想される地震のうち、現時点での発生可能性を考慮して、南海

トラフ地震、山崎断層地震の地震規模と発生確率は、以下のとおりである。 

 

<想定される地震の規模と発生確率>    

地震名 地震規模 
（マグニチュード） 

地震発生確率 

１０年以内 ３０年以内 ５０年以内 

南海トラフ地震 M8～M9クラス 30％程度 60％～90％ 

程度 

90％程度もしくは

それ以上 

山崎断層帯地震 

主部（南東部） M7.3程度  ほぼ 0％～ 

0.01％ 

ほぼ 0％～ 

0.02％ 

主部（北西部） M7.7程度  0.09％～1％ 0.2％～2％ 

 

 

 



  （その他） 

    町内の佐用川・千種川流域では、これまでも数々の水害に見舞われてきた。特に平成２１

年の台風第９号において大雨・洪水・土砂災害等、広い範囲に多大な被害をもたらした。こ

の台風により、当町では、佐用川が決壊し洪水氾濫や崖崩れ橋脚の流出などに加え、死者１

８名・行方不明者２名、住家被害１，７９０棟、事業所被害４０１件にのぼり、激甚災害に

指定された。当商工会館と上月支所も被災し、１階部分は壊滅的被害を受けた。この災害を

受け、重要書類やデータサーバー・ネットワーク機器を２階に移設した。 

 

  （感染症、サイバー攻撃等） 

    新型インフルエンザは、１０年から４０年の周期で出現し、世界的に大きな流行を繰り返

している。また新型コロナウイルス感染症のように国民の大部分が免疫を獲得しておらず、

感染力が強く有効な治療薬やワクチンがない場合、急速な蔓延により、当町においても多く

の町民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある。 

    当商工会の会員情報などのデータはＮＡＳシステムで管理しており、常にバックアップを 

   とりながら、外部からのアクセスを遮断するシステムを導入して対策を講じている。また、

ウイルスソフトを常に最新バージョンに更新し、ＯＳについては全てのパソコンについて

Windows11に更新している。 

 

（２）商工業者の状況 

  令和３年経済センサス 

・商工業者数    ７４８ 事業所 

  ・小規模事業者数  ６５３ 事業所 

       

業種分類 会員事業者数 

(小規模事業者数) 

備考（事業所の立地状況等） 

製造業 
    ４５ 

 （  ６２） 

佐用地域 

 山間部や丘陵に多く立地し、大雨による土砂崩れ被害が想

定される。 

上月地域 

 山間部や久崎地区工業団地に多く立地し、大雨による土砂

崩れ被害が想定される。 

南光地域 

 山間部や千種川沿いに立地し、大雨による土砂崩れや川の

氾濫による浸水被害が想定される。 

三日月地域 

 山間部に多く立地し、大雨による土砂崩れや川の氾濫によ

る浸水被害が想定される。 

建設業 
   １０７ 

 （ １４８） 

町内に広く分布している。 

資材置き場・作業場を佐用川・千種川沿いに設けている事業

所が多く、大雨による土砂崩れや川の氾濫による浸水被害が

想定される。 

卸・小売業 

サービス業 

   ２７４ 

 （ ３７４） 

佐用地域 

 ＪＲ佐用駅周辺の商店街に多く立地し、佐用川と山に挟ま

れており、大雨による土砂崩れや川の氾濫による浸水被害

が想定される。 

上月地域 

 佐用川・千種川合流地点の久崎地区に多く立地し、大雨に

よる川の氾濫による浸水被害が想定される。 

南光地域 

 ＪＲ徳久駅周辺に多く立地し、大雨による土砂崩れ被害が

想定される。 



三日月地域 

 ＪＲ三日月駅周辺多く立地し、大雨による土砂崩れ被害が

想定される。 

その他 
    ４７ 

 （  ６５） 

町内に広く分布している。 

   ※会員数：定款会員・特別会員を除く 

   ※業種別小規模事業者は、令和７年１２月１日現在の会員数で案分 

        なお、業種別小規模事業者数の合計（６４９）は令和３年の小規模事業者数（６５３） 

から廃業等により４減少している。 

 

（３）これまでの取り組み 

1）佐用町の取り組み 

 ・防災計画の策定 

 佐用町では、平成２１年８月の台風第９号災害後に、第３者委員会を設置し、町の対応

を中心に検証した。最終的に同委員会から、防災力強化のための 90項目の提言を受けた。

提言の各課題に対し取組を推進してきた。またこれらの災害対応に重要な取組は、佐用町

防災会議を開催し、地域防災計画に反映させてきた。今後、さらに災害対策を充実・強化

し、災害における被害を最小限に抑え、二度と同じような大きな被害を生じることのない

安全で安心な町を作るため、訓練の事後評価等に基づき防災対策マニュアル及び町地域防

災計画の修正を行い、実践的な地域防災計画の改正を行っている。 

（令和５年２月、令和７年３月に改正） 

 

 ・防災訓練の実施 

 町は、防災関係機関と連携し、防災訓練を実施し、事後評価を行うとともに、課題を明

らかにし、その災害対応の改善に努めている。また、自主防災組織や地域づくり協議会等

が行う防災訓練を支援したり、研修会を開催したりして、防災意識の向上や的確な避難行

動における啓発を行っている。訓練や研修では、様々な災害パターンや複合災害を想定し

て、具体的な目的を設定した上で、参加者自身の判断も求められる内容を盛り込むなど実

践的なものとなるよう工夫している。 

 

 ・防災備品の備蓄 

 災害時の食料及び物資の調達については、住民による３日間以上の自主備蓄を基本に、

住民による備蓄を補完するものとし、町・県等の備蓄拠点（広域防災拠点・広域輸送拠点、

地域防災拠点、コミュニティ防災拠点）における現物備蓄及び流通備蓄による総合的な備

蓄体制を確立し、災害発生後３日間の非常物資等を確保することを基本方針としている。

この基本方針を基に、町は、食料、生活必需品等の備蓄を行い、標準備蓄量が確保できて

いるか定期的に確認している。今後も、住民等における物資の備蓄やローリングスット等

について啓発していく。 

 

 ・新型インフルエンザ等対策行動計画の策定 

 新型インフルエンザ等は、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸

念されており、これらが発生した場合には、国全体の危機管理として対応する必要があり、

平成２５年４月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が施行された。特措法の施行

を受け、政府は、特措法第６条に基づき、平成２５年６月に政府行動計画を作成した。兵

庫県においても、平成２５年１０月に兵庫県新型インフルエンザ等対策行動計画を策定し

た。これらを踏まえ、町においても、新型インフルエンザ等発生時の危機管理に対応する

べく、既に策定していた「佐用町新型インフルエンザ対策行動計画」を改正し、特措法第

８条の規定に基づく計画として「佐用町新型インフルエンザ等対策行動計画を作成した。



平成２８年３月に佐用町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱を改正した。 

2）佐用町商工会の取り組み 

・災害発生後１週間以内に各事業所へ聞き取り調査（被害状況確認）を行い、佐用町・西播

磨県民局・兵庫県商工会連合会へ被害状況報告を行っている。 

 また、発生後一定期間ごとに再度聞き取り調査を実施し、復興復旧度合いの確認・各種施

策の説明・融資相談を行っている。 

 収集したデータを分析し、有効な支援の検討と施策提言に活用している。 

・事業者ＢＣＰに関する国の施策の周知 

 ①施行内容や事業継続力強化計画認定制度について会員事業所へ広報物の配布を行う。 

 ②会議やセミナーなど事業者が集まる機会に広報物を配布する。 

・事業者ＢＣＰの策定セミナーの開催 

・兵庫県共済協同組合と連携した損害保険（休業対応応援共済）への加入促進 

 

3)事業継続力強化支援計画の実施状況 

 ・町内事業者への事業継続力強化計画の策定支援 16者 

 ・事業継続力強化に関するセミナーについては、ひょうご共済がオンラインで開催する 

  セミナーへの参加周知を行っている 

 ・防災訓練の開催 年１回   

 

 

Ⅱ 本計画の策定及び実行にあたっての課題と対策 

 【課題】 

・平時、緊急時の対策を推進するノウハウを持った人員が不足している 

・保険、共済、融資に対する助言を行える職員が不足している 

 

【対策】 

・当会が策定したＢＣＰの理解を深めるために説明会を開催する 

・兵庫県共済協同組合や町内金融機関、日本政策金融公庫姫路支店等と連携し、各種セミナー 

への参加や、担当者との情報共有、事業者への随行訪問などで対応する 

 

Ⅲ 目標 

・小規模事業者に対して自然災害リスクや感染症等リスクの認識を深めてもらうとともに、 

 重要性・事前対策の必要性を周知する 

・巡回や窓口指導により共済・保険制度の加入確認や制度説明を行う（保険会社等との連携） 

・当会と佐用町との被害状況の情報共有体制を確立する 

・当会の組織内体制および関係機関との連携体制の構築を図る 

・小規模事業者の事業継続力強化のための支援を行うとともに、職員の支援能力を高める 

事業内容 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 

ＢＣＰ策定セミナーの開催 

（重要性周知） 

１回 １回 １回 １回 １回 

ＢＣＰ策定支援 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

事業継続力強化計画策定支援 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

当会職員対象勉強会の開催 １回 １回 １回 １回 １回 

休業対応応援共済の増強 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

 

Ⅳ その他 

   ・上記内容が生じた場合は、速やかに兵庫県へ報告する。 



事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間 

令和８年４月１日～令和１３年３月３１日（５年間） 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

１）市内小規模事業者の事業継続力協会の取組み状況の把握 

  ・中小企業庁ホームページ事業継続力強化計画認定事業者一覧で認定事業者を確認する 

  ・事業者への巡回訪問時に状況を取り組み状況を確認する 

 

 ２）小規模事業者に対する事業継続力強化支援の内容 

  ・巡回時に災害リスクの周知や影響を軽減するための取組・対策（事業休業への備え、水災補

償、保険・共済加入等）を説明し、事業者ＢＣＰの重要性を説明する 

・商工会ホームページやフェイスブックによる情報発信(随時)や、ＢＣＰ策定・普及啓発セミ 

 ナー開催等により周知を図る。  

・兵庫県共済協同組合等と連携し小規模事業者に対するＢＣＰ策定・普及啓発セミナーを年１ 

回実施する  

  ・セミナー受講、専門家の招聘などを活用し事業者ＢＣＰ策定を支援する 

 

（３）フォローアップ 

・小規模事業者のＢＣＰ等の取り組み状況の確認（年１回）を行う。 

・佐用町との定期開催している会議等（年２回）を活用して、状況確認や改善点等を協議する。 

・事業継続力強化計画等の策定支援を実施した事業者に対し、計画期間満了前に計画の見直し 

 と再申請に向けた指導を行う 

 

（４）知見の共有及び事業継続力の底上げ 

  ・商工会ホームページやフェイスブックにより事業者の事業継続力強化に関する好事例を紹介 

   する 

 

（５）関係団体等との連携  

・兵庫県共済協同組合等と連携を図り、会員事業所の要請に応じて、各種自然災害リスクや感

染症リスクに対応した補償や共済加入について説明する。 

・兵庫県共済協同組合等と連携を図りＢＣＰ策定・普及啓発セミナー等を開催する 

・兵庫県商工会連合会の専門家無料派遣制度等を活用し、専門家を招聘して事業者ＢＣＰ策定 

を支援する 

  ・町内金融機関、日本政策金融公庫姫路支店と連携し、災害発生時の融資対応について平時よ 

   り情報共有を行う 

 

 

  

 

 

 

 

  



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（ 令和７年１２月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町の事 

   業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町の共同体制／経営 

   指導員の関与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 都道府県及び関係市町村との連携体制 

・当会、佐用町商工観光課及び企画防災課が連携し、町策定の地域防災計画と本計画を確認し支援 

体制等を協議するために年１回の会議を開催する 

 ・ 

 

② 商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制 

・町内を旧町単位（佐用、南光、三日月、上月）で地区担当者を２～３名振り分け、計画策定支 

援からフォローアップまで一体の支援体制を構築する 

 ・各種保険や共済加入については兵庫県共済担当者と共に事業者への訪問等により説明、推進の 

  体制をとる 

 

③ 定量的に実施状況を把握し評価を行う体制 

・各地区担当者により実施状況を定量的に把握し効果測定を行う 

・把握、検証した実施状況を当会と佐用町との年１回の会議で評価し、次年度の支援内容を検討 

 する 

 

④ 経営指導員の資質向上に係る体制 

・兵庫県商工会連合会や兵庫県共済協同組合が開催する事業継続力強化支援に関する研修やセミ 

ナーへ参加する 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営 

   指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

① 当該経営指導員の氏名、連絡先 

   経営指導員 飯田 聡（連絡先は 後述（３）①参照） 

 

連携 

 

連絡調整 

確認 

 

連携 

事務局長 

 

 

法定経営指導員１名 

経営指導員  ３名 

佐用町 

商工観光課 

佐用町 

企画防災課 

経営支援課 



②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

  ・事業継続力強化支援計画の具体的な取り組みの企画や実行 

  ・佐用町との連携窓口 

 ・事業継続力強化支援計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

 

（３）商工会、関係市町連絡先 

 

 ①商工会 

  佐用町商工会 経営支援課 

   〒６７９－５３０１ 兵庫県佐用郡佐用町佐用３０４３番地 1 

     TEL ０７９０-８２-２２１８   FAX ０７９０-８２-３３８６ 

      E-mail sasyou@hm.h555.net 

 

 ②関係市町 

  佐用町 商工観光課 

   〒６７９－５３８０ 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１番地 1 

     TEL ０７９０-８２-０６７０   FAX ０７９０-８２-０４９２ 

      E-mail syokokanko@town.sayo.lg.jp 

 

 

  佐用町 企画防災課 

   〒６７９－５３８０ 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１番地 1 

     TEL ０７９０-８２-０６６４   FAX ０７９０-８２-０４９２ 

     E-mail bosai@town.sayo.lg.jp 

  

 

 

 

 

mailto:bosai@town.sayo.lg.jp


（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 

必要な資金の額 ４５０ ４５０ ４５０ ４５０ ４５０ 

 

専門家派遣費 

セミナー開催費 

チラシ作成 

防災・感染症対策費 

 

１００ 

２００ 

５０ 

１００ 

１００ 

２００ 

５０ 

１００ 

１００ 

２００ 

５０ 

１００ 

１００ 

２００ 

５０ 

１００ 

１００ 

２００ 

５０ 

１００ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

①県補助金 

②町補助金 

③当会自主財源 

④会費収入 

⑤事業収入 等 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 



（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

兵庫県共済協同組合 

住所 兵庫県神戸市中央区下山手通 6 丁目 3-28  兵庫県中央労働センター4 階 

理事長 山村栄二 

連携して実施する事業の内容 

①各種災害リスクに対応した補償や共済加入についての説明。 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

①各種保険・共済制度の情報提供、加入説明 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

兵
庫
県
共
済
協
同
組
合 

事 
 

 

業 
 
 

者 

佐
用
町
商
工
会 

各種保険・共済制度の情報照会 

各種保険・共済制度の情報提供 

   相 談 

情報提供と 

計画策定支援 

事業者への保険説明・共済加入手続き 


